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 (
日本経済新聞　
7
月
1
日　朝刊
『国際会計基準　
企業会計審が見直し議論
』
　金融庁は30日に企業会計審議会を開き、国際会計基準導入についての見直し議論を始めた。産業界からは適用範囲を「グローバル企業に限定すべきだ」との意見が出された。（中略）これまで「3年以上」としていた準備期間については「5～7年」を軸に延長する方向で大筋一致した。
) (
日本経済新聞　
6
月
21
日　
朝刊
『国際会計基準　
金融庁が延期検討』
国
際会計基準の強制適用に対し、国内で慎重論が強まっている。金融庁は近く開く企業会計審議会でIFRSの導入について延期を検討する。
2015～2016年にも上場企業に強制適用することを考えていた2009年時点と比べ、海外での基準統一に向けた動きや国内産業界の姿勢が大きく変化したことが背景にある。
) (
日本経済新聞　
6
月
21
日　夕刊
『国際会計基準
を
延期』
自見庄三郎金融相は21日の閣議後の記者会見で、産業界から導入延期論が高まっている国際会計基準について「2015年3月期からの強制適用はない」と明言し、「準備期間を5～7年に延長する」と表明した。（中略）東日本大震災による企業業績への打撃が大きく、国際会計基準に対応するための準備期間を延ばしてほしいとしている産業界の要請に対応する。
)














 (
EU諸国がすでにIFRS適用を行って
おり
、資本市場のトップである米国、2位の日本がIFRSを適用することで、世界の有力企業の財務諸表を、同じ会計基準のもとで比較することが可能にな
る
。
) (
IFRS
の適用を要求または容認する国々
)
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Ⅰ、
IFRS 
の解釈に関する問題
⇒IFRS 
に関しては、
IFRS 
の解釈ないし詳細規定を公表することができるのは
IFRIC 
だけであると定められている。そのことは導入した場合に、日本国内において独自の解釈や詳細規定を出すことができないことを意味する。そうした状況において
、
大手の監査事務所では、ロンドンにシンクタンクを有しており、そこで見解の統一を図っているともいわれている。しかし、監査実務の現場において
は、企業側からの問い合わせに対する適時の対応の困難性が生じるおそれがあり、また、監査担当者に関しては、
IFRS 
の理解と解釈のために、
IFRS 
に精通し、かつ英語の読解及びコミュニケーション能力を有した人材の開発が欠かせなくなる。
Ⅱ、
最終的な当否の
判断
の問題
　
⇒
監査事務所がロンドンとのコミュニケーションの中で判断を確定させていくとすると、監査判断の実質的な主体は、日本ではなく、監査事務所の国際的なネットワークの中にあることとなる。するとエンフォースメント（法の実現）の問題が発生しかねない。
日本
の法制度に依拠して実施される会計制度であり、財務諸表の開示
制度
である以上、また、国際的な会計に関する執行機関がない以上、
この問題はなくならない。
Ⅲ、
注記に対する監査の問題
⇒
IFRS
が導入された企業の
経営者は、原則に基づいて自らの企業の状況に応じた会計処理・開示を行うために、その一連の判断を財務諸表注記で開示することが求められることから、注記の分量が非常に多くなる。従来の財務諸表監査においても、監査の対象は、財務諸表とその注記とされており、注記は監査対象であった。
しかしながら、従来に比べて、分量が増え、さまざまな会計処理・開示に関する経営者の判断が記載される注記に対しては、監査上、量的・質的に異なる対応ないし手続が求められると思われる。
すると
IFRS
の下での注記は、定性的な情報に対する監査に近い様相を呈してくると考えられ
てい
る。そうした場合には、監査は、いかに対応すべきなのであろうか。
)
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参考文献（予定含む）
●会計・監査・ガバナンスの基本課題　八田進二 同文館出版
●会計士の監査風土 柴田英樹　プログレス
●財務諸表監査の考え方　内藤文雄　税務経理協会
○
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/services/ifrs/merit/
○
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110624/361721/?ST=tousei&P=2
) (
グローバリゼーションに基づく会計基準の国際的に統一化の課題は山積みであり、
日本では
関与する機関のこれからの行動がますます重要になってくる。次回以降、
IFRS
導入が進んだ欧州を中心に、導入後の監査について問題が無かったかを調べたいと思う。
)
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